
 
 

 
中⼩企業信⽤保険法及び千葉県信⽤保証協会の信⽤保証制度に基づき、市内中⼩法⼈及び個⼈事業
主へ融資を⾏っています。また、融資を受けた事業者へ利⼦補給を⾏っています 
 

資⾦種類 貸付限度額 貸付期間 貸付利率 利⼦補給率 

事業資⾦ 運転資⾦ 1,000 万円 60 か月以内 36 か月以内 

年 2.8% 

 

60 か月以内 

年 2.9% 

 

84 か月以内 

年 3.0% 

 

120 か月以内 

年 3.2% 

 

 

 

 

 

年 1.4% 
 

 

 

 

 

設備資⾦ 3,000 万円 120 か月以内 

創業支援資⾦ 運転資⾦ 併 せ て 1,000

万円（特定創業

支 援 事 業 者 は

1,500 万円） 

60 か月以内 

設備資⾦ 120 か月以内 

 

定義 
中小企業者 中⼩企業信⽤保険法法第２条第１項に規定する者のうち、協会の信⽤保証の対象となる業種に属する事

業を営む者をいう。 

創業者 産業競争⼒強化法（平成２５年法律第９８号。以下「強化法」という。）第２条第２９項各号に規定する創

業者をいう。 

運転資⾦ 仕⼊れ⼜は⼿形若しくは買掛⾦の決済等に要する資⾦をいう。 

設備資⾦ ⽣産若しくは販売に必要な機械⼜は器具に要する資⾦及び店舗、⼯場、事業所等の移転⼜は新築、増築若

しくは改築に要する資⾦をいう。 

事業資⾦ 中⼩企業者の経営に必要な運転資⾦及び設備資⾦をいう。 

創業支援資⾦ 創業者の創業及び経営に必要な運転資⾦及び設備資⾦をいう。 

 

⼤網⽩⾥市 

中⼩企業資⾦融資制度 



貸付要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連帯保証⼈要件 

(1) 県内に１年以上引き続き居住し、独⽴の⽣計を

営む者であって、債務を担保し得るものであるこ

と。 

(2) 市町村税を完納していること。 

利⼦補給対象外の資⾦使途 

原則として、乗⽤⾞は対象外とする。 

その他、設備資⾦において、個別判断することもあ

りますので、申請の前にご確認ください。 

利⼦補給交付の時期 

毎年１２月末⽇までの利⼦補給を翌年３月末⽇まで

に⾏う。 

留意点 

この制度は、千葉県信⽤保証協会の信⽤保証に基づ

く融資であることを前提としております。よって、

上記要件を具備していても、協会の審査を通過しな

かった場合は、融資を⾏うことができませんので、

ご了承ください。 

また、次のいずれかに該当する場合、利⼦補給を

停止します。 

1.貸付⾦の償還を怠った場合 

2.事業を廃止⼜は休止した場合 

（市外移転を含む） 

3.当初の融資期間を超えた場合 

問い合わせ ⼤網⽩⾥市 商⼯観光課 振興班 

℡0475-70-0356 

 イ 強化法第２条第２９項第２号の創業者 市内

に住所を有し、事業を営む事業所を市内に有してい

る者であること。 

 ウ 強化法第２条第２９項第３号及び第５号の創

業者 事業を営む事業所を市内に設置しようとす

る者であること。 

エ 強化法第２条第２９項第４号及び第６号の創

業者 事業を営む事業所を市内に有している者で

あること。 

(2) 協会が必要と認める場合は、担保⼜は連帯保証⼈

のあること。 

(3) 市町村税を完納していること。 

(4) 融資に係る創業支援資⾦は、市内の事業所等に

要するものであること。 

◇事業資⾦ 

(1) 市内で同⼀の事業を１年以上営む者⼜は県内で

同⼀の事業を１年以上営む者であって、新たに市

内で事業を開始しようとするものであること。 

(2) 個⼈で事業を営む者にあっては、市内に住所を

有していること。 

(3) 協会が必要と認める場合は、担保⼜は連帯保証

⼈のあること。 

(4) 市町村税を完納していること。 

(5) 融資に係る事業資⾦は、市内の事業所等に要す

るものであること。 

◇創業支援資⾦ 

(1) 次に掲げる創業者の区分に応じ、それぞれ次に

掲げる要件を満たすこと。 

ア 強化法第２条第２９項第１号の創業者 市内

に住所を有し、事業を営むための事業所を市内に

設置しようとする者であること。 

 


